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《今回の記事》  

 ・八代市環境センター（エコエイトやつしろ） 

  搬入手数料の免除の終了について 

 ・災害廃棄物と生活ごみの違いを知っておきましょう 

 ・災害時の環境衛生を守るために 

 これまでの「しろくまだより」は 
 市ホームページでご覧いただけます 

しろくまだより 

サイト内検索に入力↑  QRコードを読み取り↑ 

【お問合せ先】環境施設課(エコエイトやつしろ) TEL３４－２００１ 

環境センター（エコエイトやつしろ）搬入手数料の免除の終了について 

 令和７年８月１０日からの大雨で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

 今回の大雨で被害を受けられ、り災証明または被災証明を申請された方については、災害ごみを

環境センターへ持ち込まれた際の搬入手数料を免除しております。 

 ※持ち込める品目は、環境センター（エコエイトやつしろ）で受け入れている品目に限ります。  

 免除対象の期間は、 ９月３０日（火）までとなっております。 

 ただし、り災証明書をお持ちの方で、やむを得ない理由により９月中に搬入できなかった方につ

きましては、ご相談ください。 



災害時の環境衛生を守るために 

○消毒液を使用する際の注意点   

 ・消毒液を使う際には、長袖、長ズボン、ゴム手袋などを着用し、必要に応じメガネやマスク 

  を着用するなど、皮膚や目に直接、薬剤がかからないように注意してください。 

 ・皮膚に薬剤が付いた場合には、大量の水と石けんでよく洗い流してください。目に入った場 

  合は、水で15分以上洗い流し、医師の診察を受けてください。 

 ・消毒液を使用する際には、注意事項を確認したうえで使用してください。また、消毒液の保 

  管には十分な注意をお願いします。 

○なぜ消毒液だったのか 

  以前の水害後には「消石灰（水酸化カルシウム）」をまいて消毒する方法がよく使われていました。 

  ところがーーー 

   ・水と反応し、発熱。この際、可燃物を発火させるに十分な熱を発生す 

    ることがありますので、水との接触は避ける必要がある 

   ・皮膚、口、呼吸器等を刺激し、炎症を起こしたり、目に対して腐食性 

    があり失明の恐れがある 

  といった扱いの難しさがありました。 

  そこで、今回配布したのが「消毒液」。家庭で使いやすく、屋内外を問わず安全で、少量でも効果を 

 発揮するものになります。 

【お問合せ先】環境課 TEL３３－４１１４ 

 令和７年８月１０日からの大雨を受けて、環境課では、災害後の感染症の発生を防ぐ等、環境衛

生を守るために、消毒液を配布しております。今回は「消毒液を使用する際の注意点」、「なぜ消

毒液だったのか」の２つをご紹介します。 

災害廃棄物と生活ごみの違いを知っておきましょう 

 災害が発生すると、日常の生活ごみとは異なる「災害廃棄物」が大量に発生し 

ます。これらを迅速かつ適切に処理するためには、「生活ごみ」との区別や、排 

出方法について理解することが大切です。 

【お問合せ先】循環社会推進課 TEL３４－１９９７ 

 ＜環境行動６＞“節水”に取り組みます。 

  □歯磨きや洗顔、炊事のときには水を出しっぱなしにしないようにしましょう。 

  □洗濯物のまとめ洗いや、お風呂の水の再利用を心がけましょう。 

“広げよう！エコ８(エイト)行動”  

 災害により災害廃棄物が大量に発生した場合、市は災害廃棄物仮置場を開設

し、災害廃棄物と呼ばれる被災した家財や自宅敷地内に入り込んだごみや土砂な

どの受入を行います。 

 一方、生活ごみは、普段通りの燃えるごみや資源ごみとしての排出になります

が、 収集車両の安全な運行が確認されるまでは、ご自宅での一時的な保管をお

願いする場合もあります。市の案内に沿って搬出してください。 
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